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36 ＣＩＱ業務権限の都道府県への移譲（1件） 佐賀県 １～１４ 

18 鳥獣捕獲許可等の市町村への移譲（3件） 埼玉県 １５ 

22 
市町村策定の創業支援事業計画認定権限の都道府県への移譲

（3件） 

九州地方知事会 

（大分県） 
１６～１７ 

54 
地域産業資源活用事業計画の認定権限等の都道府県への移譲

（7件） 

愛知県 １８ 

広島県 １９ 

1 
一部に国県道を含んで都市計画決定された市町村道に係る変

更権限の市町村への移譲（1件） 
函館市 ２０～２２ 

42 町村の都市計画に係る都道府県同意の廃止（2件） 酒々井町 ２３～３３ 

3 開発許可の技術的細目に係る条例の自由度の拡大（1件） 川崎市 ３４～３５ 

41 開発行為の許可権限の希望する市への移譲（3件） 東広島市 ３６～４１ 
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地
方
分

権
有
識
者
会
議

説
明

資
料

（
ビ
ジ
ネ
ス
機

関
係

）

平
成
２
６
年
８
月
１
９
日

佐
賀
県

1

通番３６：ＣＩＱ業務権限の都道府県への移譲（佐賀県）

1
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2

１
．
ビ
ジ
ネ
ス
ジ
ェ
ッ
ト
と
は

2



ビ
ジ

ネ
ス

ジ
ェ

ッ
ト

は
世

界
で

欠
く

こ
と

の
で

き
な

い
ツ

ー
ル

で
す

。

い
つ

で
も

ど
こ

へ
で

も
速

く

「
ビ

ジ
ネ

ス
ジ

ェ
ッ

ト
」

＝
「

空
の

自
家

用
車

、
空

の
ハ

イ
ヤ

ー
」

○
『
時
間
』
の
価
値
が
高
く
な
っ
て
き
て
い
る
現
在
、
ビ
ジ
ネ
ス
ジ
ェ
ッ
ト
の
価
値
と
評
価
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

特 長
快
適
性

機
密
性

機
内
時
間
の
有
効
活
用

（
機
内
で
の
会
議
「
移
動
す
る
オ
フ
ィ
ス
」
と
し
て
利
用

等
）

効
率
性

所
要
日
数
・
時
間
の
短
縮
（
空
港
で
の
待
機
時
間
の
短
縮

等
）

完
全

な
秘

密
性

の
確

保
（
一

般
利

用
者

と
異

な
る
導

線
等

）

Co
py

rig
ht

@
20

14
 佐

賀
県

Al
l R

ig
ht

s 
Re

se
rv

ed

3



ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

28
2,

26
3回

ロ
ン
ド
ン

83
,6

33
回

パ
リ

68
,9

50
回

東
京

9,
29

2回

■
世

界
の

ビ
ジ

ネ
ス

ジ
ェ

ッ
ト

の
発

着
回

数
(2

0
1
1
年

)

香
港

18
,7

24
回

日
本

は
ビ

ジ
ネ

ス
ジ

ェ
ッ

ト
機

の
発

着
回

数
が

諸
外

国
と

比
べ

て
少

な
い

現
状

ビ
ジ

ネ
ス

ジ
ェ

ッ
ト

環
境

を
整

え
る

こ
と

で
、

日
本

全
体

に
ビ

ジ
ネ

ス
チ

ャ
ン

ス
の

可
能

性

※
国
土
交
通
省
資
料
よ
り

日
本

の
ビ

ジ
ネ

ス
機

受
入

は
諸

外
国

と
比

べ
て

少
な

い
状

況
で

す
。

Co
py

rig
ht

@
20

14
 佐

賀
県

Al
l R

ig
ht

s 
Re

se
rv

ed

4



5

２
．
佐
賀
県
の
め
ざ
す
姿

5



■
国
際
化
の
推
進

⇒
有

明
佐

賀
空

港
：
海

外
の

主
要

都
市

と
佐

賀
県

と
の

間
を
直

接
結

ぶ
交

通
手

段
の

整
備

・
充

実
『
ビ
ジ
ネ
ス
ジ
ェ
ッ
ト
の

受
入

体
制

を
整

え
る
』

佐
賀

県
の

国
際

化
戦

略

目
標

・
成

果
指

標

○
リ
ピ
ー
ト
意
向
率
１
０
０
％
を
目
指
す

○
佐
賀
県
内
の
外
国
人
宿
泊
者
数
を

20
16

年
に

17
.2
万

人
に
す
る

佐
賀

県
観

光
戦

略
（

2
0
1
4
.6

月
策

定
）

佐
賀

県
国

際
戦

略
（

2
0
1
1
年

策
定

、
2
0
1
4
年

改
訂

）

世
界
の
た
め
に

・
国
際
協
⼒
の
推
進

佐
賀

県
総

合
計

画
2
0
1
1
（

佐
賀

県
政

策
カ

タ
ロ

グ
2
0
1
1
）

6



佐
賀

県
の

具
体

的
取

組
状

況

九
州

本
土

の
空

港
で

唯
一

の
県

営
空

港
⇒

県
の

意
思

で
ス

ピ
ー

デ
ィ

ー
な

施
策

推
進

が
可

能

PO
IN

T

■
20

13
年

12
月
運
用
開
始

国
際

線
専

用
施

設
整

備

■
東

ア
ジ
ア
路

線
誘

致

○
佐
賀

-上
海
（
浦
東
）
線

・
20

11
年
１
月
就
航

・
春
秋
航
空

・
週
３
往
復

○
佐
賀

-ソ
ウ
ル
線
（
仁
川
）
線

・
20

13
年
１
２
月
就
航

・
tw

ay
航
空

・
週
３
往
復

L
C
C
拠

点
空

港
化

■
受
入
態
勢
整
備

○
FB

O
（
運
航
支
援
会
社
）
へ
の

営
業
活
動

○
国
に
対
す
る
規
制
緩
和
の
働

き
か
け

ビ
ジ

ネ
ス

ジ
ェ

ッ
ト

誘
致

7



国
際

ビ
ジ

ネ
ス

機
受

け
入

れ
整

備
に

よ
る

目
指

す
姿

ビ
ジ
ネ
ス
機
ユ
ー
ザ
ー
は
、
情
報
発

信
力
が
大
き
い
ユ
ー
ザ
ー
が
多
い
た

め
、
国

際
ビ
ジ
ネ
ス
機

受
入

体
制

が
実
現
す
れ
ば
世
界
で
の
佐
賀
空
港

及
び
佐
賀
県
の
知
名
度
は
大
き
く
向

上

佐
賀

県
内

で
世

界
規

模
の

会
議

や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の

誘
致

ビ
ジ
ネ
ス
ジ
ェ
ッ
ト
需

要
創

出

8



9

３
．

ビ
ジ
ネ
ス
ジ
ェ
ッ
ト
誘

致
へ

の
課

題
と
そ
の

解
決

に
向

け
て

9



ビ
ジ
ネ
ス
ジ
ェ
ッ
ト
受
入
へ
の
課
題

Co
py

rig
ht

@
20

14
 佐

賀
県

Al
l R

ig
ht

s 
Re

se
rv

ed

有
明
佐
賀
空
港
は
国
が
外
国
人
が
出
入
国
す
る
空
港
と
し
て
指
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
原

則
と
し
て
自
由
に
国

際
ビ
ジ
ネ
ス
機

の
運

航
が

可
能

。

制
度
上

佐
賀
－
上
海
線

週
３
往
復

運
航
（
月
・
水
・
土
曜
日
）

到
着

1
1
：
4
0

、
出
発

1
3
：
1
0

佐
賀
－
ソ
ウ
ル
線

週
３
往
復
運
航
（
日
・
水
・
金
曜
日
）

到
着

1
6
：
1
0

、
出
発

1
7
：
1
0

参
考

：
有

明
佐

賀
空

港
に

お
け

る
国

際
線

就
航

状
況

Ｃ
ＩＱ

に
つ
い
て
は

国
際

便
の

運
航

に
あ

わ
せ

た
出

張
対

応
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
実

際
の

国
際

ビ
ジ
ネ
ス
機

運
航

に
あ
た
っ
て
は

Ｃ
ＩＱ

機
関

と
の

事
前

の
調

整
が

必
要

と
な
り
、
迅

速
で
自

由
な
運

航
を
阻

害
す
る
要

因
と
な
る

可
能
性
。

課
題

※
C
IQ
：
出

入
国

時
の

必
須

手
続

。
税

関
、
出

入
国

管
理
、
検
疫

。

10



駐
機

ス
ポ
ッ
ト
の

自
由

度
が

高
い
地

方
空

港
の
利
用
は

C
IQ

体
制
が

不
安
・
・
・
。

C
IQ

が
整

っ
て
い
る
首

都
圏
空
港
は
、
混
雑
し

て
い
て
希

望
通

り
に
利

用
で
き
な
い
・
・
・
。

具
体

例
：

ビ
ジ

ネ
ス

ジ
ェ

ッ
ト

運
航

支
援

会
社

の
声

（
佐

賀
県

聞
取

り
）

【
提

案
】

ビ
ジ

ネ
ス

ジ
ェ

ッ
ト

に
限

り
C
IQ

業
務

を
国

か
ら

地
方

へ
権

限
移

譲

■
県

営
空

港
と
し
て
利

用
者

ニ
ー
ズ
に
あ
わ

せ
た
、
迅

速
で
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

な
サ

ー
ビ
ス
提

供
対

応
が
可
能

■
発

着
枠

、
駐

機
ス
ポ
ッ
ト
の

有
効

活
用

11
Co

py
rig

ht
@

20
14

 佐
賀

県
Al

l R
ig

ht
s 

Re
se

rv
ed

課
題

解
決

に
向

け
て

11



12

４
．
参
考
資
料

12



13

（
参

考
）

ス
ポ

ッ
ト

の
状

況

国
際
線
専
用

施
設

ビ
ジ
ネ
ス
機

駐
機

可
能

ビ
ジ
ネ
ス
機

駐
機

可
能

国
際
線
利
用
ス
ポ
ッ
ト

国
内
線
利
用
ス
ポ
ッ
ト

Co
py

rig
ht

@
20

14
 佐

賀
県

Al
l R

ig
ht

s 
Re

se
rv

ed

13



14

（
参

考
）

九
州

内
で

の
Ｃ

Ｉ
Ｑ

機
関

の
対

応
状

況
国

際
旅

客
定

期
便

が
運

航
し

て
い

る
空

港

空
港
名

税
関

入
管

検
疫

国
際
線
の
運
航
状

況
人

動
物

植
物

福
岡
空
港

常
駐

常
駐

常
駐

常
駐

常
駐

週
２
２
１
往
復

鹿
児
島
空
港

常
駐

常
駐

常
駐

週
１
１
往
復

佐
賀
空
港

週
６
往
復

宮
崎
空
港

常
駐

常
駐

週
６
往
復

長
崎
空
港

常
駐

週
５
往
復

熊
本
空
港

週
３
往
復

大
分
空
港

週
２
往
復

※
佐

賀
県

調
べ

：
平

成
２
６
．
５
．
１
現

在

※
「
常
駐
」
と
は
他
の
官
署
か
ら
の
出
張
対
応
だ
け
で
は
な
く
、
当
該
空
港
に
勤
務
し
て
い
る
常
勤
職
員
が
少
な
く
と

も
１
人
は
い
る
官
署

※
空
欄
は
全
員
が
出
張
対
応
の
空
港

Co
py

rig
ht

@
20

14
 佐

賀
県

Al
l R

ig
ht

s 
Re

se
rv

ed

14



埼
玉

県
平

成
２
６
年

８
月

１
９
日

有
害

鳥
獣

の
捕

獲
許

可
等

の
市

町
村

へ
の

移
譲

鳥
獣

飼
養

の
登

録
の

市
町

村
へ

の
移

譲
販

売
禁

止
鳥

獣
の

販
売

許
可

等
の

市
町

村
へ

の
移

譲

本
県

の
移

譲
状

況

県
内

の
全

６
３

市
町

村
に

特
例

条
例

に
よ

り
権

限
移

譲
済

（
平

成
2
0
年

度
に

移
譲

完
了

）

提
案

事
項

県
内

の
６

１
市

町
村

に
特

例
条

例
に

よ
り

権
限

移
譲

済

効
果

現
場

に
近

く
地

域
の

実
情

に
詳

し

い
市

町
村

が
処

理
す

る
こ

と
で

、

住
民

か
ら

の
相

談
や

通
報

に
対

し

て
、

迅
速

な
調

査
や

地
元

狩
猟

者

と
の

円
滑

な
連

携
が

し
や

す
く

、

農
作

物
被

害
等

に
速

や
か

に
対

応

で
き

る
。

現
行

法
で

は
都

道
府

県
の

権
限

と
な

っ
て

い
る

が
、

事
務

の
内

容
や

権
限

移
譲

の
状

況
を

踏
ま

え
、

都
道

府
県

と
市

町
村

の
法

律
上

の
役

割
分

担
を

見
直

す
べ

き

鳥
獣
捕
獲
許
可
等
の
市
町
村
へ
の
移
譲

移
譲

事
務

有
害

鳥
獣

捕
獲

等
の

許
可

、
許

可

証
等

の
交

付
、

違
反

者
に

対
す

る

措
置

命
令

、
許

可
の

取
消

等

鳥
獣

の
飼

養
の

登
録

、
登

録
票

交
付

等

販
売

禁
止

鳥
獣

等
（

ヤ
マ

ド
リ

及
び

そ

の
卵

と
そ

れ
ら

を
加

工
し

た
食

料
品

）

の
販

売
許

可
、

許
可

証
交

付
、

違
反

者

に
対

す
る

措
置

命
令

、
許

可
の

取
消

等

現
場

に
近

く
地

域
の

実
情

に
詳

し
い

市

町
村

が
処

理
す

る
こ

と
で

、
住

民
か

ら

の
問

い
合

わ
せ

や
相

談
に

対
し

て
、

迅

速
に

対
応

で
き

る
。

現
場

に
近

く
地

域
の

実
情

に
詳

し
い

市

町
村

が
処

理
す

る
こ

と
で

、
住

民
か

ら

の
相

談
や

通
報

に
応

じ
た

事
業

者
指

導

等
に

、
迅

速
に

対
応

で
き

る
。

県
内

の
全

６
３

市
町

村
に

特
例

条
例

に
よ

り
権

限
移

譲
済

（
平

成
1
2
年

度
に

移
譲

完
了

）

通番１８：鳥獣捕獲許可等の市町村への移譲（埼玉県）
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県における創業支援の取組と権限移譲の必要性について 

平 成 ２ ６ 年 ８ 月 ２ ６ 日 

九 州 地 方 知 事 会 

（大分県商工労働部経営金融支援室） 

１．県独自の創業支援の取組 

 九州・山口各県では、それぞれ工夫を行い各県独自の創業支援の取組を実施。 

（１）大分県の取組例（おおいた創業促進事業） 

① スタートアップ支援機関連絡会議

 創業支援の関係機関が個別に実施している支援情報を共有するとともに、創業希

望者の掘り起こし、創業希望者への情報提供、助言・指導等に関する意見交換を行

い、効果的な創業支援を実践することを目指し、平成 24 年 4 月に設置。 

【参加機関】 

商工団体、中核的支援機関、金融機関、信用保証協会、県内ベンチャーキャピタ

ル、公設試験研究機関 等 （事務局：大分県） 

【支援実績】（平成２５年度 参加機関トータル） 

・創業相談件数 １，５３４件（２４年度は１，１６９件 ＋３１．２％） 

・創業実現件数 ４２４件（２４年度は ３０４件 ＋３９．５％） 

② おおいた創業セミナーの開催

 創業希望者の準備段階に応じ、創業に必要な事業計画作成、マーケティング、手

続き等の知識習得や、人脈形成等を支援するセミナーを開催。 

２．県と市町村「創業支援事業計画」との連携可能性（権限移譲のメリット） 

（１）相互補完的な施策の立案・実践 

 市町村の実施している「ＵＩターン支援」「地域資源活用促進」など創業支援と親和

性の高い施策と、県及び支援機関が既に実施している創業支援施策の連携について、

計画作成段階からすり合わせを行うことで、実践段階での連携体制も円滑化すること

が期待される。 

 また、県、市町村双方の支援施策立案に当たっても、計画作成、計画変更の過程で

情報を共有することで、補完性を高めることが可能となる。 

（２）地域の創業動向に関する情報集約と活用 

これまで創業支援窓口を設置していなかった市町村にとって、域内の創業支援に関

通番２２：市町村策定の創業支援事業計画認定権限の都道府県
　　　　　　への移譲（九州知事会（大分県））
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するデータ取得、目標設定等は困難。 

県が「スタートアップ支援機関連絡会議」から収集した情報を適宜市町村に提供（将

来的には双方の情報を共有）することで、計画作成、施策立案に資する。 

（３）県域で活動する支援機関との連絡・調整 

 商工団体、金融機関等では、県域を束ねる本部等で情報集約、意思決定等が行われ

ているケースが多い。 

 そうした本部との連絡・調整の役割を認定機関としての県が担うことで、作成する

計画の実効性を高める。 

（４）規模の小さい市町村の連携支援 

 単独では創業支援事業計画の作成が困難（支援メニュー新設や一定数の創業希望者

の確保など）な市町村について、県の仲介により近隣市町村との連携計画を作成する

ことで、より多くの創業者が法に基づく支援を受けられる。 

（５）手続きの迅速化 

 各都道府県が管内市区町村の計画作成に対する事前調整、審査事務等を行うことで、

現在地方経済産業局が行っている事前調整、中小企業庁を中心に行っている審査より

も大幅に短い期間で計画認定が可能となり、市区町村がスピーディに計画を実行に移

せる。 

３．国に担っていただきたい役割 

（１）全国的な競争的資金（補助金・交付金等）の実施 

（独）中小企業基盤整備機構が実施している「創業補助金」や、総務省所管の「地域

経済循環創造事業交付金」等については、県内の創業希望者や市町村に積極的な活用

を呼びかけているところ。 

 こうした競争的資金へのエントリーは、事業計画の精度向上や、新規性・独自性の

深掘りなどに有用であり、全国から寄せられる計画との比較審査を受けることで、計

画のレベルアップにもつながる。 

 都道府県に認定権限が移譲された場合であっても、全国的な競争的資金については、

継続して実施していただきたい。 

（２）特定創業支援事業を受けた創業者に対する支援措置の拡充 

 産業競争力強化法第１１３条に基づき市町村が作成し、認定を取得し創業支援事業

計画に記載された「特定創業支援事業」を受けた創業者に対する支援措置は、法人設

立時の登記に係る登録免許税の軽減等があるが、創業者が法に基づく創業支援を受け

る意欲をさらに喚起するため、引き続き支援措置の拡充をお願いしたい。 
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平成 26 年 8 月 21 日 

地域資源活用に関する事務・権限の都道府県への移譲に関する愛知県の意見 

 

１ 本県の主張のポイント 

 平成23年の法改正で地域産業資源認定の権限が国から都道府県へ 

⇔地域産業資源活用事業計画の認定、補助金の交付は国に残る 

・地域産業資源の認定と活用で主管官庁が異なるのは、一つの制度として首尾一貫しない。 

・中小企業の支援窓口が分かれてしまい、事業者にわかりにくい。 

→事業計画認定、補助金交付の権限が都道府県に移譲されれば、一元的に実施できる。 

 ◇本県では、地域産業資源活用の基本的な支援策として「あいち中小企業応援ファンド」を基

金により実施しており、より高度な取組を対象とする当該補助金と一体的な運用が可能。 

 

２ 経済産業省の主張に対する反論 

（１）「申請時に県の意見を反映できる」という点について 

・事業計画申請書は、中小企業基盤整備機構が相談段階から作成を指導して県に提出しており、

県は機構の事前協議にオブザーバー参加のみと関与が限定的なため、申請時の意見は形式的な

ものにならざるをえない。 

（２）「全国レベルの先端的なモデル事業を全国的な視点で認定する必要」という点について 

・全国の採択事例を見れば、地域によって分野の偏在、技術水準のバラツキがあり、経済産業局

ごとの採択で、地域を超えた連携が見られない。 

  ・事業計画採択者の1/4が「あいち中小企業応援ファンド」の採択事業者（68社中14社）。 

→本県が地域産業資源を活用した中小企業の新事業展開の情報を十分持っており、一元的に施

策を担うことができることの証左。 

 

３ 本県が想定しているスキーム 

（１）財源 

 都道府県へ交付金を交付、或いは都道府県に基金を造成（所要額を実効的に確保するため、税

源移譲、一般財源化は求めない。）。事業計画認定・補助金交付に係る事務費の措置も必要。 

（２）補助額 

 現行は事業期間５年、3,000 万円以内だが、５年は事業者にとってハードルが高い。利用しや

すくするため３年、2,000万円以内で都道府県が決められるようにする。 

認定件数は、現状の年間10件程度から、期間短縮すればさらに増加。 

（３）申請手続 

申請書が詳細すぎるため事業者負担が大きく、低利用の原因なので、申請書類の簡素化を図る。 

（４）補助事業の内容 

ほぼ現行どおり。経済産業省が基本方針を示す場合には、都道府県の自由度を高められたい。 

（５）中小企業基盤整備機構による支援 

   制度の周知、計画等の申請審査への助言、フォローアップのハンズオン支援等について、ノウ

ハウの蓄積がある機構に引き続き支援を求めていく。 

（６）事務体制 

申請に関する一部増員、アドバイザーの委嘱等が必要となるが、申請書類の簡素化により効率

性はあまり変わらない。 

通番５４：地域産業資源活用事業計画の認定権限等の都道府県への移譲（愛知県）
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地域産業資源活用事業計画の認定権限等の都道府県への移譲 

H26.8.21 広島県 

 

１ 提案事項 

  中小企業者が行う地域産業資源を活用した新事業展開支援に係る権限及び財源を都道府県知事に移譲する。   

 

２ 求める措置の具体的内容 

  都道府県が指定する地域産業資源について中小企業者が作成する地域産業資源活用事業計画の認定権限及びそ

の支援措置に係る財源を都道府県知事に移譲する。  

  ① 都道府県が指定する地域産業資源について中小企業者が作成する地域産業資源活用事業計画の認定権限

（法第６条） 

② 支援措置に係る財源  

   ・ 認定後の補助金 

   ・ 事業運用のための体制整備に係る経費 

    

３ 提案の理由 

地方が地域の中小企業・経済団体のニーズに基づき，きめ細かい支援を行うことが必要であり，また，地域振

興に関するものであることから，個々の地域が有する地域産業資源の強みを生かした事業展開を行うため，都道

府県の自由度を高めることが適当と考えられる。 

現行では，国の計画承認手続が，概ね７月，１０月，２月の年３回とされているが，都道府県が認定を行うこ

とで，必要な時期に必要な回数を実施でき，実効性の高い施策展開ができる。 

 

４ 具体的な支障事例，地域の実情を踏まえた必要性 

  本県では，地域経済の担い手である中小企業に対して，創業，新事業展開，経営革新，販路拡大等の支援を行

っている。一方，経済産業省においても，中小企業支援施策を実施しており，中小企業支援に関して，国と都道

府県で窓口が分かれており，ワンストップでの総合的な支援が実現していない。 

当該事業について，都道府県が一元的に担うことにより，ワンストップで効率的な事業実施が可能になるとと

もに，事例の課題に応じて，上記の県の施策とあわせて，継続的かつきめ細やかな支援を行うことが可能となる。 

特に，都道府県が指定する地域産業資源についての中小企業の新事業展開については，地域資源を認定する県

がよりその地域の情報やネットワークを有すると考えるため，効率的である。  

 

 

 

＜広島県及び関係機関で行う中小企業支援策の例＞  
◆資金支援（新事業創出チャレンジ企業支援事業助成金） 

地域の「強み」となり得る先進的な技術・ノウハウ等を活用した新事業創出支援するために必要な経費を助成。対象は，事業
化促進事業及び市場化促進事業。 

 
◆集中支援（チーム型支援） 

新事業展開や経営革新に取り組み，新たな成長を目指す意欲のある中小企業に対して，マーケティング・セールス・ブランデ
ィング，デザイン，知的財産，生産管理等の経営戦略を通じて売上高や雇用増， 企業価値向上が図られることを目的に全国ト
ップレベルのプロフェッショナルで構成されたチームにより，集中支援を行う。 

 
◆経営革新支援（中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づく経営革新計画に係る承認） 

新商品・新サービスの開発などの中小企業の経営革新計画を県知事が承認することにより，融資などで，幅広く支援。 
 

   ◆販路開拓 

       商談会開催，見本市出展，広島ブランドショップＴＡＵでのテストマーケティング 等。 

＜参考：補助金の一般的スキーム＞  
上 限：3,000 万円（１事業計画当り） 
補助率：2/3 以内 
内 容：新商品の開発，試作品開発，展示会出展
などに係る費用に補助 

通番５４：地域産業資源活用事業計画の認定権限等の都道府県への移譲（広島県）
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提案様式－別紙提案様式－別紙提案様式－別紙提案様式－別紙

都市計画法施行令の改正（北海道函館市）都市計画法施行令の改正（北海道函館市）都市計画法施行令の改正（北海道函館市）都市計画法施行令の改正（北海道函館市）

１ 改革すべき制度の根拠条文および制度改正の具体的内容１ 改革すべき制度の根拠条文および制度改正の具体的内容１ 改革すべき制度の根拠条文および制度改正の具体的内容１ 改革すべき制度の根拠条文および制度改正の具体的内容

都市計画法第１５条第１項においては，広域の見地から決定すべき都市施設等に関す

る都市計画は，都道府県が定めるもの規定されている。この都市施設のうち，道路に関

し，次のとおり改正すべきである。

都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号）第９条第２項第１号イを，次の

とおり改める。

【現規定】道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３条の一般国道又は都道府県道

【改正案】道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３条の一般国道として指定されとして指定されとして指定されとして指定され

ている道路若しくはその部分ている道路若しくはその部分ている道路若しくはその部分ている道路若しくはその部分又は同条の同条の同条の同条の都道府県道として認定されていとして認定されていとして認定されていとして認定されてい

る道路若しくはその部分る道路若しくはその部分る道路若しくはその部分る道路若しくはその部分

２ 制度改正による効果２ 制度改正による効果２ 制度改正による効果２ 制度改正による効果

国道または都道府県道と，市町村道の２種類の道路で構成される一の都市計画道路を

変更しようとする場合において，現に変更しようとしている部分が国道または都道府県

道ではなく市町村道である場合であっても，現在は都道府県が都市計画を定めるべきも

のと法令で規定されている。

本提案に係る権限委譲がなされれば，一の都市計画道路が国道または都道府県道と市

町村道とで構成されている場合において，当該都市計画道路の中の市町村道に係る部分

の都市計画の変更について，当該道路の管理者である市町村自らが，機動的に地域の実

情に応じた都市計画の変更を行うことが可能となる。

都市計画道路の決定は市民の財産権に対する制限※ に繋がることから，財産権に対す

る制限の低減のため，現在，長期に渡って事業に着手できていない都市計画道路につい

ては，廃止，短縮，一部区域の減少等を内容とする都市計画の変更を進めてきている。

今まで，市町村は，市町村道のみで構成されている都市計画道路の変更しか行うことが

できなかった。本提案に係る権限移譲がなされれば，市町村道に認定されている都市計

画道路の全てについて，短縮または一部区域の減少を内容とする都市計画の変更を市町

村自らが変更を行うことができるようになる。その結果，必要な都市計画の変更が促進

される。

※ 都市計画法第５３条第１項および同第５４条により，都市計画決定されている施設の区域にお

いては，一定の建築制限が課せられる。

通番１：一部に国県道を含んで都市計画決定された市町村道に係る
　　　　　変更権限の市町村への移譲（函館市）
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３ 制度改正により可能となる，具体的都市計画変更の事例３ 制度改正により可能となる，具体的都市計画変更の事例３ 制度改正により可能となる，具体的都市計画変更の事例３ 制度改正により可能となる，具体的都市計画変更の事例

⑴ 都市計画道路をさらに延伸し，または一部区域の拡大を行う場合，市町村が都市計

画を定めることができるようになる。なお，当該延伸または一部区域の拡大にかかる

部分も市町村道である場合に限る。

都道府県道 市町村道

都市計画道路 ○×△□通 延伸延伸延伸延伸

都道府県道 市町村道

都市計画道路 ○×△□通

一部区域の拡大一部区域の拡大一部区域の拡大一部区域の拡大

⑵ 都市計画道路のうち市町村道部分を短縮し，または市町村道部分の一部区域を減少

させる場合，市町村が都市計画を定めることができるようになる。

都道府県道 市町村道

都市計画道路 ○×△□通 短縮短縮短縮短縮

都道府県道 市町村道

都市計画道路 ○×△□通

一部区域の減少一部区域の減少一部区域の減少一部区域の減少

４ 規制緩和について懸念される事項およびこれを解消するための工夫・対応策４ 規制緩和について懸念される事項およびこれを解消するための工夫・対応策４ 規制緩和について懸念される事項およびこれを解消するための工夫・対応策４ 規制緩和について懸念される事項およびこれを解消するための工夫・対応策

現在，都道府県が定めている都市計画道路について，これを市町村が決定・変更しう

るかどうかという懸念が生じうるが，次の各点から，問題ないものと考える。

・ 都市計画道路は，通常，都道府県が定めるべき都市計画道路だけで構成される

ものではなく，市町村が定めるべき都市計画道路と併せて，道路網として構成さ

れている。よって，市町村は，市町村が定めるべき都市計画道路の決定・変更の

手続きを随時行っており，都市計画道路の決定・変更について熟知しており，都

市計画の決定・変更の主体として不足はないものと考える。

・ 都道府県が定めるべき都市計画の案については，法第１５条の２第１項に基づ

き，市町村が都市計画の案の内容となるべき事項として，これを作成し，都道府

県に対してこれを申し出ていることが多い。よって，市町村は，都道府県が定め

るべき都市計画道路の決定・変更についても，一定の経験を有しているものとい

える。

・ 今まで都道府県が定めてきた都市計画道路について，本提案の権限移譲によっ

て，都道府県が定める場合と市町村が定める場合の２種類のケースが生じる。そ

のため，以前は，都道府県が定めた都市計画道路について市町村が変更し，また

はその逆が行われることもある。そのため，定められた都市計画が矛盾し，また
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は不整合となる懸念が生じうる。しかし，都道府県が都市計画を定める場合は，

法第１８条第１項に基づき，市町村の意見を聴くこととされている。また，市町

村が都市計画を定める場合は，第１９条第３項に基づき，都道府県と協議等をし

なければならないものとされている。よって，都道府県または市町村の何れが都

市計画を定める場合であっても，市町村または都道府県と必要な調整が行われ

る。よって，かかる矛盾や不整合は生じないものと考える。さらに，法第２０条

１項に基づき，都道府県が都市計画を定めた場合は市町村長に都市計画決定に係

る図書の写しを送付し，逆に市町村が定めた場合は都道府県知事に送付するもの

とされている。このことによっても，かかる矛盾や不整合を防止しうる。なお，

法第２４条各項においても，必要な調整を図るための手段が置かれている。

また，本提案の権限移譲により，同一の都市計画道路について，場合より都市計画を

決定すべき者が変わることとなる。このように場合により決定者が変わることは許され

るかについて疑問が生じうるが，次の各点から問題ないものと考える。

・ ある都市計画道路のうち，一部でも国道に指定され，または都道府県道に認定

されていれば，都道府県が定めるべき都市計画道路である。しかし，その国道の

指定または都道府県道の認定が解除となれば，解除以後，当該都市計画道路は市

町村が定めるものと変わる。また，逆に，今まで市町村が定めていた都市計画道

路について，新たに国道の指定または都道府県道の認定を受け，都道府県が定め

るべき都市計画道路となるケースも生じうる。このように，現制度において都市

計画を定めるべき者は固定されたものではなく，都市計画決定とは直接的には関

係のない指定もしくは認定またはこれらの解除という行為によって，都市計画を

定めるべき者が，都道府県から市町村に，または市町村から都道府県に変わりう

る状況にある。

・ 平成２４年都市計画法施行令改正以前においては，市町村道のみで構成され国

道および都道府県道が含まれていない都市計画道路については，車線の数※ が４

未満のものについては市町村が定め，４以上のものについては都道府県が定める

べきものとされていた。そのため，都市計画の変更により，それまで車線の数が

４未満であったものが４以上に変更となり，逆に４未満であったものが４以上に

変更となると，都市計画を定めるべき者が，市町村から都道府県に変わり，また

は都道府県から市町村に変わることがあった。
※ 車線の数とは，当該都市計画道路において複数の種類の車線の数を有する場合について

は，延べ延長が最大となる車線の数とするという運用がなされていた。

５ 提案が現在国において進めている各種施策と関連するかどうか５ 提案が現在国において進めている各種施策と関連するかどうか５ 提案が現在国において進めている各種施策と関連するかどうか５ 提案が現在国において進めている各種施策と関連するかどうか

本提案により，市町村が自らの意思により適時適切に，市町村道に係る都市計画道路

を定めることができる範囲が広がる。「経済財政運営と改革の基本方針について（平成

25年６月14日閣議決定）」の３０頁「地方は、インフラ機能の集約・減量化を反映する

よう都市計画を見直す。 」が関連を有するものと思われる。
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通番４２：町村の都市計画に係る都道府県同意の廃止（酒々井町）
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川崎市資料  1 
 

開発許可の技術的細目に係る条例の自由度の拡大について 
 

 

 

 

 

１ 提案事項 

 

・開発行為における公園等設置について、全国で一律的な設置基準である

ことから技術的細目の内容を条例委任するよう提案する。 

⇒都市計画法施行令第 25 条第 6号の変更 

 

 

・条例の制定範囲を極めて限定的に定めている条項の廃止もしくは「参酌

すべき基準」とするよう提案する。 

⇒都市計画法施行令第 29 条の 2の廃止・参酌への変更 

 

 

 

２ 提案の背景 

 

 ・相対的に地価が高い都市部においては公園等の設置を定める基準がボト

ルネックとなって、3,000 ㎡(0.3 ヘクタール)未満の小規模開発行為が主

流となってしまっている。 

[図１参照] 

 ⇒これにより、開発区域の規模に応じて定められている公園等やその他道

路等の公共施設の整備水準も一体的に開発された場合に比して低いもの

となり、市民や行政の思惑とは異なる結果につながる事態が発生してい

る。 

 

（その他） 

・公園提供の計画においても、極めて小規模なものが提供され将来的な維

持管理費面での課題を有するとともに、開発行為の多い地域に公園が集

中する等の公園配置がアンバランスになることも課題と考えられる。 

 

 

 

 

平成 26 年 8月 27 日 提案募集検討専門部会

川崎市 まちづくり局 

通番３：開発許可の技術的細目に係る条例の自由度の拡大（川崎市）
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川崎市資料  2

[図１ 開発区域の面積別開発許可件数（平成 16～25 年度累計）] 

縦軸：開発許可件数  横軸：開発面積(5,000 ㎡まで 100 ㎡刻み) 

３ 条例委任により将来目指すべきイメージ 

・小規模、分割型の開発行為から、より適切な規模の事業へ誘導を図るた

め、一体的な開発行為に向け事業者へ動機づけを与えるような基準を策

定することによって、小規模事業が中心となっている現状を変えていき

たい。 

・本市は南北に細長い地形を有しており、南部の工業地帯から北部の住宅

地にいたるまで、地域の特性に大きな違いがあり、開発行為に期待する

ものも地域により異なっております。こうした地域の特性を踏まえた基

準を整備することにより、地域に必要とされる公共施設を伴う開発行為

へ誘導を図っていきたい。 

・また、人口動態等の反映も考慮した弾力性のある基準を目指すことで、

時のニーズにも応えていきたい。 

3000㎡

未満

90%

3000㎡

以上

10%

面積別の件数割合

2
9
0
0
㎡

以
上
～
3
0
0
0
㎡

未
満
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通番４１：開発行為の許可権限の希望する市への移譲（東広島市）
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